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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 5月 12日 (2006.5.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】  第 １ の 骨 部 分 と 、 第 ２ の 骨 部 分 と 、 前 記 第 １ の 骨 部 分 と 前 記 第 ２ の 骨 部 分
と を 接 続 す る 可 撓 性 骨 部 分 と 、 を 有 し 、 前 記 可 撓 性 骨 部 分 は 、 前 記 第 ２ の 骨 部 分 に 関 し て
前 記 第 １ の 骨 部 分 を 移 動 す る こ と が で き る 、 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ２ 】  前 記 可 撓 性 骨 部 分 は 、 鉱 物 質 の 少 な く と も 一 部 が 除 去 さ れ た 骨 で あ る 請 求
項 １ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ３ 】  前 記 可 撓 性 骨 部 分 は 、 鉱 物 質 を 完 全 に 除 去 さ れ た 骨 で あ る 請 求 項 １ に 記 載
の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ４ 】  前 記 第 １ の 部 分 は 、 第 １ の 高 さ に よ っ て 分 離 さ れ た 上 方 支 持 面 と 下 方 支 持
面 と を 有 し 、 前 記 第 ２ の 骨 部 分 は 、 第 ２ の 高 さ に よ っ て 分 離 さ れ た 上 方 支 持 面 と 下 方 支 持
面 と を 有 し 、 前 記 第 １ の 高 さ 及 び 第 ２ の 高 さ は 、 隣 接 す る 骨 の 間 に ス ペ ー ス を 維 持 す る 請
求 項 １ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ５ 】  前 記 第 １ の 高 さ と 第 ２ の 高 さ は 、 ほ ぼ 等 し い 請 求 項 ４ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ６ 】  前 記 上 方 支 持 面 及 び 下 方 支 持 面 は 、 ２ つ の 隣 接 す る 椎 骨 の 間 の 椎 間 板 の ス
ペ ー ス か ら 移 植 部 材 が 抜 け る こ と を 防 止 す る た め の 骨 係 合 面 を 有 す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 移
植 部 材 。
【 請 求 項 ７ 】  前 記 移 植 部 材 は 、 脊 柱 固 定 装 置 で あ り 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 骨 部 分 は 、 第 １
の 椎 体 と 第 ２ の 椎 体 と の 間 に 所 望 の ス ペ ー ス を 維 持 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ８ 】  前 記 第 １ と 第 ２ の 骨 部 分 は 、 第 １ の 端 部 か ら 反 対 側 の 端 部 に 次 第 に 増 加 す
る ス ペ ー ス の 高 さ を 有 す る 移 植 部 材 を 提 供 す る た め に 対 応 す る テ ー パ を 有 す る 支 持 面 を 有
す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 ９ 】  前 記 第 １ の 骨 部 分 、 第 ２ の 骨 部 分 、 及 び 前 記 可 撓 性 骨 部 分 は 、 単 一 の 骨 部
分 か ら 形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ０ 】  第 １ の 支 持 面 と 第 ２ の 支 持 面 と の 間 に 延 び る 皮 層 骨 部 分 を 有 す る 骨 部 分
を 有 し 、 前 記 骨 部 分 は 、 前 記 第 １ の 支 持 面 と 第 ２ の 支 持 面 と の 間 に 可 撓 性 部 分 を つ く る た
め に 少 な く と も 一 部 の 鉱 物 質 が 除 去 さ れ て い る 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ １ 】  前 記 骨 部 分 は 、 リ ン グ 形 状 の 骨 部 分 で あ り 、 前 記 骨 部 分 は 、 前 記 可 撓 性
部 分 の 反 対 側 に 溝 を 有 し 、 前 記 溝 は 、 前 記 骨 部 材 を 前 記 溝 と 前 記 可 撓 性 部 分 と の 間 に 延 び
る 第 １ の 部 分 と 前 記 溝 と 前 記 可 撓 性 部 分 と の 間 に 延 び る 反 対 側 の 第 ２ の 部 分 と に 分 割 す る
請 求 項 １ ０ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ２ 】  前 記 第 １ の 支 持 面 は 、 上 方 椎 体 に 係 合 し 、 前 記 第 ２ の 支 持 面 は 、 隣 接 す



る 下 方 の 椎 体 に 係 合 し 、 前 記 可 撓 性 部 分 は 、 力 を 伝 達 す る た め に 前 記 第 １ と 第 ２ の 支 持 面
と の 間 に 配 置 さ れ て お り 、 前 記 可 撓 性 部 分 は 、 シ ョ ッ ク ア ブ ソ ー バ と し て 作 用 す る 請 求 項
１ ０ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ３ 】  第 １ の 椎 体 に 係 合 す る 第 １ の 支 持 面 を 有 す る 第 １ の 骨 部 分 と 、 第 ２ の 椎
体 に 係 合 す る 第 ２ の 支 持 面 を 有 す る 第 ２ の 骨 部 分 と 、  前 記 第 １ の 骨 部 分 と 前 記 第 ２ の 骨
部 分 と の 間 に 配 置 さ れ た 少 な く と も １ つ の 可 撓 性 部 分 と を 有 し 、 前 記 可 撓 性 部 分 は 、 前 記
第 １ の 骨 部 分 と 第 ２ の 骨 部 分 と の 間 で 移 動 す る こ と が で き る 、 隣 接 す る 第 １ と 第 ２ と の 椎
体 の 間 の ス ペ ー ス に 挿 入 さ れ る 脊 柱 固 定 用 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ４ 】  前 記 第 １ の 骨 部 分 は 、 前 記 第 １ の 支 持 面 と 反 対 側 の 第 ３ の 支 持 面 を 有 し
、 前 記 第 ２ の 椎 体 と 前 記 第 ２ の 骨 部 分 に 係 合 す る 前 記 第 ３ の 支 持 面 は 、 前 記 第 ２ の 支 持 面
と 反 対 側 の 第 ４ の 支 持 面 を 有 し 、 前 記 第 ４ の 支 持 面 は 、 前 記 第 １ の 椎 体 に 係 合 し 、 前 記 第
１ と 第 ２ の 骨 部 分 は 、 前 記 第 １ と 第 ２ と の 間 に ス ペ ー ス を 維 持 す る よ う に 協 働 す る 請 求 項
１ ３ に 記 載 の 脊 柱 固 定 用 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ５ 】  可 撓 性 部 分 は 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 椎 体 と の 間 に シ ョ ク ア ブ ソ ー バ と し て
機 能 す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 脊 柱 固 定 用 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ６ 】  前 記 移 植 部 材 は 、 近 位 端 と 反 対 側 の 遠 位 端 と を 有 し 、 前 記 可 撓 性 部 分 は
、 前 記 近 位 端 に 隣 接 し て 配 置 さ れ て い る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 脊 柱 固 定 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ７ 】  前 記 遠 位 端 に 隣 接 し て 配 置 さ れ る と と も に 前 記 第 １ の 骨 部 分 と 第 ２ の 骨
部 分 と の 間 に 延 び る 第 ２ の 可 撓 性 部 分 を 有 す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ８ 】  前 記 第 １ の 支 持 面 と 前 記 第 ２ の 支 持 面 は 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 椎 体 と の 間
の ス ペ ー ス に 前 記 移 植 部 材 の ね じ に よ る 挿 入 が 可 能 に な る よ う に 協 働 す る ね じ が 形 成 さ れ
て い る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 移 植 部 材 。
【 請 求 項 １ ９ 】  前 記 移 植 部 材 は 、 骨 の 単 一 部 分 か ら 形 成 さ れ る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 移 植
部 材 。
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